
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
一
号

刑
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
訴
訟
費
用
の
範
囲
及
び
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
行
な
う
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
若
し
く
は
翻
訳
人
（
以
下
「
証
人
等
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
弁
護
人
に
対
す
る
給
付
に
つ
い

て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
訴
訟
費
用
の
範
囲
）

第
二
条
　
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
訴
訟
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
公
判
期
日
若
し
く
は
公
判
準
備
に
つ
き
出
頭
さ
せ
、
又
は
公
判
期
日
若
し
く
は
公
判
準
備
に
お
い
て
取
り
調
べ
た
証
人
等
に
支
給
す
べ
き
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料

二
　
公
判
期
日
又
は
公
判
準
備
に
お
い
て
鑑
定
、
通
訳
又
は
翻
訳
を
さ
せ
た
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
に
支
給
す
べ
き
鑑
定
料
、
通
訳
料
又
は
翻
訳
料
及
び
支
払
い
、
又
は
償
還
す
べ
き
費
用

三
　
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
弁
護
人
に
支
給
す
べ
き
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
及
び
報
酬

（
証
人
等
の
旅
費
）

第
三
条
　
証
人
等
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
路
程
賃
及
び
航
空
賃
の
四
種
と
し
、
鉄
道
賃
は
鉄
道
の
便
の
あ
る
区
間
の
陸
路
旅
行
に
、
船
賃
は
船
舶
の
便
の
あ
る
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
路
程
賃
は
鉄
道
の
便
の
な
い
区
間
の
陸
路

旅
行
又
は
船
舶
の
便
の
な
い
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
航
空
賃
は
航
空
機
を
利
用
す
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
航
空
旅
行
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

２
　
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
中
級
以
下
で
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片

道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
）
並
び
に
裁
判

所
が
支
給
を
相
当
と
認
め
る
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定

料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に
限
る
。
）
に
よ
つ
て
、
路
程
賃
は
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
裁
判
所
が
定
め
る
額
に
よ
つ
て
、
航
空
賃
は
現
に
支
払
つ
た

旅
客
運
賃
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。

（
証
人
等
の
日
当
）

第
四
条
　
証
人
等
の
日
当
は
、
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
（
以
下
「
出
頭
等
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
日
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

２
　
日
当
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
証
人
等
の
宿
泊
料
）

第
五
条
　
証
人
等
の
宿
泊
料
は
、
出
頭
等
に
必
要
な
夜
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

２
　
宿
泊
料
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
宿
泊
地
を
区
分
し
て
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
証
人
等
の
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
行
に
係
る
旅
費
等
の
額
）

第
六
条
　
証
人
等
の
本
邦
（
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
外
国
（
本
邦
以
外
の
領
域
（
公
海
を
含
む
。
）
を
い
う

。
）
と
の
間
の
旅
行
に
係
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
鑑
定
料
等
）

第
七
条
　
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
に
支
給
す
べ
き
鑑
定
料
、
通
訳
料
又
は
翻
訳
料
及
び
支
払
い
、
又
は
償
還
す
べ
き
費
用
の
額
は
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
弁
護
人
の
旅
費
、
報
酬
等
）

第
八
条
　
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
弁
護
人
に
支
給
す
べ
き
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
弁
護
人
が
期
日
に
出
頭
し
、
又
は
取
調
べ
若

し
く
は
処
分
に
立
ち
会
つ
た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
旅
費
の
う
ち
船
賃
の
算
定
に
係
る
運
賃
の
等
級
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
弁
護
人
に
支
給
す
べ
き
報
酬
の
額
は
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
旅
費
等
の
計
算
）

第
九
条
　
旅
費
（
航
空
賃
を
除
く
。
）
並
び
に
日
当
及
び
宿
泊
料
の
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
つ
て
旅
行
し
た
場
合
の
例
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
つ
て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
つ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

（
請
求
の
期
限
）

第
十
条
　
第
二
条
に
定
め
る
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
、
鑑
定
料
、
報
酬
そ
の
他
の
給
付
は
、
裁
判
に
よ
つ
て
訴
訟
手
続
が
終
了
す
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
裁
判
が
あ
る
ま
で
に
、
裁
判
に
よ
ら
な
い
で
訴
訟
手
続
が
終
了
す
る
場
合
に

お
い
て
は
訴
訟
費
用
を
負
担
さ
せ
る
裁
判
が
あ
る
ま
で
に
請
求
し
な
い
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
期
限
内
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
判
官
の
権
限
）

第
十
一
条
　
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
証
人
尋
問
そ
の
他
の
手
続
を
行
な
う
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
八
条
第
二
項
を
除
く
。
）
に
よ
る
給
付
に
関
し
裁
判
所
が
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
裁
判
官
が
定
め
る
。
た
だ

し
、
当
該
裁
判
官
が
自
ら
定
め
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
本
文
の
規
定
は
、
受
命
裁
判
官
及
び
受
託
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
が
証
人
尋
問
そ
の
他
の
手
続
を
行
な
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
又
は
弁
護
人
に
対
す
る
裁
判
所
の
給
付
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

附
　
則
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こ
の
法
律
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
二
四
日
法
律
第
一
〇
一
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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